
黒潮町会計年度任用職員募集要項【保育士】 

 

  受付期限　採用予定人数到達の日（令和８年度中）  

（１）身　　分　　黒潮町会計年度任用職員（一般職非常勤職員） 

（２）任用期間　　任用日～6か月間 

　　　　　　　　　※任用された日から１か月は条件付採用期間となります。 

　　　　　　　　　※更新の可能性あり（最長更新期間：令和 9年 3月 31 日まで） 

（３）選考方法　　面接試験により選考 

（４）試 験 日　　申込書受付後随時実施 

（５）募集職種　　保育士 

（６）採用人数　　若干名 

（７）申込みについて 

必要書類を黒潮町教育委員会事務局 就学前教育係まで郵送又は持参してくださ 

い。募集に関して不明な点がありましたら、お電話等にてお問い合せください。 

 

 

１．受験資格 

　◎　保育士資格を有していること。 

　◎　地方公務員法第１６条に掲げる次の事項に該当しないこと。 

・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受ける

ことがなくなるまでの人 

・黒潮町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過し

ない人 

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府

を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加

わった人 

 

２．給与（報酬）及び勤務条件等 

　◎　給与額　　月給　２０６，７００円 ～２３２，０００円 

◎　給与（報酬）は、条例等に定めるところにより、給料、報酬、通勤手当、時

間外勤務手当、又はこれらに相当する報酬、期末手当等がそれぞれの支給要件

に応じて支給されます。 

◎　勤務場所　黒潮町内保育所 

◎　就業時間　①7時 30 分 ～ 16 時 00 分　②8時 00 分 ～ 16 時 30 分　　 

③8時 30 分 ～ 17 時 00 分　④9時 00 分 ～ 17 時 30 分 

　　　　　　　　（うち休憩時間 45分） 

　◎　休日は原則として、土曜日、日曜日、国民の休日に関する法律に規定する休

日及び年末年始です。 



◎　年次有給休暇及び慶弔に係る休暇等の制度があります。 

　◎　法定の社会保険制度を適用します。また、労働災害補償保険又は町の公務災

害補償制度、地方公務員災害補償制度のいずれかを適用します。 

 

３．服務 

◎　地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規定の対象となります。 

 

４．採用までの流れ 

 

① 　選考試験の申込み 

 

◎　以下の書類を郵送(必着)又は持参してください。 

郵送で申込む場合は、簡易書留により、封筒の表に朱書きで「会計年度任用職員受験

申込」と記載してください。 

ア．令和８年度会計年度任用職員選考試験受験申込書（指定様式） 

イ．履歴書（指定様式） 

ウ．保育士証の写し 

　　　指定様式は、黒潮町教育委員会事務局（佐賀総合センター１階（役場佐賀支所前））

で配布しています。また、町のホームページからもダウンロードできます。 

 

② 　選考 

 

面接試験を行います。試験の日時については、受付終了後にお知らせします。 

 

③ 　採用 

 

◎　選考結果は、受験者全員に通知します。 

◎　受験資格に掲げる資格等を取得見込みの方が、資格を取得できなかった場合

などには採用されません。また、受験資格がないことや虚偽の申告等が明らか

になった場合には、合格を取り消す場合があります。 
 

５．その他注意事項 

◎　この選考において提出された書類は、一切返却しません。 

◎　この選考において町が収集する個人情報は、選考及び採用に関する事務以外 

の目的では一切使用しません。ただし、採用者の個人情報は人事情報として使

用します。 
 

６．問い合わせ・受験書類提出先 



　　住　所　　〒789-1720　高知県幡多郡黒潮町佐賀 1080 番地 1 

　　担当係　　黒潮町教育委員会事務局　就学前教育係 

　　連絡先　　電話：（0880）55-3117 ／ FAX：（0880）55-3119


